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東京エネシス・中村部長へ再々質問しました。今回分は下線部分です。SPT の登記簿を入手し

ました。資本金：300 万円、会社所在地：東京都港区赤坂、設立：平成 24 年 11 月 

 

 平成 26 年 8 月 29 日 中村満雄 

 

事業規模 敷地の４０％にパネル設置、４１メガワットの発電、20 年間の借地 

 

１．今回の発電事業について以下の会社の資本関係、契約関係、役割分担を図で提供してほし

い。（鎌田建設、㈱キリシマ、国分殖産、霧島エンジニアリング、飛島建設、東京エネシス、

ＳＰＴ合同会社） 

● 体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各社の役割は以下の通り。 

・ 国分殖産：該当不動産の所有者で鎌田建設の子会社 

・ キリシマ：ゴルフ場開発のため設立された会社で鎌田建設の子会社 

・ 鎌田建設：国分殖産、(株）キリシマの親会社 

キリシマおよび国分殖産の親会社として、鎌田建設は関わる。特にキリシマの社長は鎌

田氏ですので、鎌田社長は直接の関係となる。 

・ 飛島建設：該当地の防災工事、太陽光発電設備用造成計画の設計、及び県許認可取得業

務を SPT 合同会社から受託している会社。 

・ 霧島エンジニアリング：飛島建設の協力会社として、該当地の防災工事、太陽光発電設

備用造成計画の設計、許認可取得業務を担当。 

・ 東京エネシス：太陽光発電設備建設工事および 20 年間の発電所保守運用を SPT 合同

会社から受託する会社。また SPT 合同会社への投資も実施する。 

・ SPT 合同会社：霧島太陽光発電事業を実施するための特定目的会社で、ソラリアント社

が設立した会社。東京エネシス、インリーグリーンエナジージャパンを中心に資金を調

達する。 

資本金：300 万円、会社所在地：東京都港区赤坂、設立：平成 24 年 11 月 
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・ ソラリアント社：アメリカ資本の太陽光発電会社 

・ インリーグリーンエナジージャパン：中国資本の太陽光発電会社 

 

2. 現地の地理は熟知しております。最終形としての太陽光パネルの設置図を示して欲しい。

●パネルの配置図は、鹿児島県殿と協議の上最終確定致する。確定後であれば提示する。

確定後とは、霧島市、鹿児島県との協議を先行し許可を得てからのことです。 

 

3. 太陽光パネル面に降った雨はあたかも舗装道路に降ったと同様でそのまま流出するのでは

との懸念がある。ゴルフ場であれば、地面に浸み込む量も相当あると思われる。平成２２年

７月の豪雨により東襲山地区で床上浸水があった。この原因はゴルフ場から長年、流出した

シラスが川床を上げ、そこにゴルフ場の防災施設維持管理が杜撰であったと思われる。この

対応と東襲山地区での説明会の要望がある。どのような対応をするか？ 

●太陽パネルの下は、金属製の杭を打ち込む、それ以外の場所は地面のままですので、雨水

の浸透については、変わらないという見解です。 

この点については、鹿児島県殿および霧島市殿とも協議の上、雨水対策工事を設計する。東

襲山地区での説明会のご要望については、対応する、日程はできるだけ早めの相談が欲しい。 

 

4. 現地の太陽光発電のＩＤ確保はどなたの名義でなされたか？ 

●施主である、Solariant Portfolio Two 合同会社である。申請も SPT である。 

 

5. 現地の防災施設の施工中、完成後の維持管理につきましての責任はどの会社が担うか？ 

霧島市、または近辺に防災担当の拠点をお作りになりますか？ 

●施主の Solariant Portfolio Two 合同会社、および工事および運用保守委託会社の（株）

東京エネシスが担う。 

●2 年後を目処に霧島市また近辺に保守拠点を設立する計画です。 

 

6. 設計会社の霧島エンジニアリングは法令に定められた基準に沿って設計するとの見解を示

した。同社は平成２２年７月の永水洪水で想定外の雨量があったとして責任回避を鎌田建設

と共に主張した。近年の豪雨災害の多発を見ると法的に問題ないとの視点での設計には地元

の方々は納得しない。この点を強く意識しての設計方針を取ってもらいたい。 

●平成２２年７月の１２６ｍｍ／時間の降雨量を意識した設計を行う方針である。 

 

7. 公的に現地はキリシマによるゴルフ場建設工事が進行中の状態である。SPT がキリシマか

らゴルフ場事業の譲渡を受けた上で事業変更申請を行うのか、法的な手続きを示して欲しい。 

●キリシマがゴルフ場事業から太陽光発電事業への変更申請を行う、太陽光発電事業者とし

てＳＰＴを記載する。 

 

8. 住民説明会で鎌田社長は地域住民、自治会の同意を得ると確約されました。住民は現在の

ところ、同意までは至っておりません。その状態で霧島市、鹿児島県との協議を先行され

ていることに違和感を持っております。このままで事業手続きを実施されるのでしょう

か？ 

●鹿児島県への申請業務は、現在事前協議中です。正式申請まではまだ時間がかかります

ので、平行して自治会様との調整を進めていく所存です。霧島市には県との交渉状況を逐

次報告してまいります。 


